
1総括文書管理者の役割 文書の保存

作成

これらに基づき、
文書を保存

保存要領 集中管理方針

行政文書ファイル保存要領の作成
文書の保存場所（事務室⇒書庫）、方法等について示した行政文書
ファイル保存要領を作成

集中管理推進方針の策定
遅くとも平成25年度までに、当該行政機関における集中管理の推
進に関する方針を策定

一定期間経過後

文書管理者
指名

平成25年度迄に策定
策定

文書管理者の指名
文書管理の実施責任者として各課の課長等を文書管理者に指名



2総括文書管理者の役割 ファイル管理簿等

文書管理システム
による調製

行政文書ファイル管理簿の調製
行政文書ファイル管理簿を文書管理システムをもって調製

⇒事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表

移管・廃棄簿の調製
保存期間が満了した行政文書ファイル等を国立公文書館
等に移管し、又は廃棄した場合は、移管・廃棄簿に記載

職員

行政文書ファイル管理簿

移管・廃棄簿

入力
内容の確認・確定

＜行政文書をファイルにまとめた時＞

＜行政文書ファイルを移管・廃棄した時＞

行政文書ファイルの
名称、移管日又は廃棄日等

行政文書ファイルの
名称・作成者・保存期間・保存期間満了日など



3総括文書管理者の役割 満了時の措置、文書の移管・廃棄等

保存期間が満了したときの措置の設定

文書の移管、廃棄又は保存期間の延長

１

同意２

措置の設定

（移管 or 廃棄）

保存満了前
のできるだ
け早い時期

保存期間が満了したとき
の措置を設定

必要に応じて、助言

満了時

廃棄移管

設定した措置に基づき、

移管・廃棄を実施

廃棄を行う場合には、
総括文書管理者を通じて、
事前に内閣府に協議

事前協議

廃棄の中止など
必要な措置

期間を

延長する

場合

措置について同意を求める



4総括文書管理者の役割 管理状況の点検・監査及び報告等

点検・監査
① 文書管理者は、点検を行い、総括文書管理者に結果を報告
② 監査責任者は、監査を行い、総括文書管理者に結果を報告
③ 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、行政文書の管理につ
いて必要な措置を講じる

紛失等への対応
① 文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合
は、直ちに総括文書管理者に報告

② 総括文書管理者は、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じる

管理状況の報告等
① 総括文書管理者は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書
の管理状況について、毎年度、内閣府に報告

② 総括文書管理者は、報告等の求めや実地調査に対し、必要な協力を行う
③ 総括文書管理者は、内閣府から勧告があった場合には、必要な措置を講じる

監査結果の報告

監査の実施

報告

点検

の実施

紛失
誤廃棄

改善指示

報
告

被害の拡大
防止措置

行政文書の管理状況
を報告



5総括文書管理者の役割 研修

研修の実施
総括文書管理者は、職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果
的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるた
めに必要な研修を実施

研修の実施

職員

参加
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